
令和２年５月 25日  

生徒・保護者の皆様 

神奈川県立橋本学校  

                                     校長  内田 和幸 

 

公立学校の教育活動の再開等に関するガイドラインについて（お知らせ） 

 

 向暑の候、保護者のみなさまにおかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から

本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、神奈川県教育員会では、本県を対象地域とする国の緊急事態宣言が解除され、知事からの協力要

請を受け、県教育員会が実施している県立学校の臨時休校を終了し、６月１日（月）に再開する場合に備

え、学校の教育活動の再開に向け、「教育活動に関するガイドライン」を取りまとめました。（５月２２日 

記者発表）詳細については神奈川県のホームページでご確認ください。 

（※参考 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r2580664.html# ） 

本校につきましても教育委員会のガイドラインに沿って、教育活動を再開していきたいと思います。 

【教育活動の段階的再開の概要】（ガイドラインより一部抜粋） 

 
期間 登校生徒数 

登校回数/週 

授業時間 

５月31 日で緊急事 

態宣言解除の場合 

準備期間※ １週間程度 20 名程度/教室 

200 名程度/回 
１回 6/1(月)～6/5(金) 

分散登校Ⅰ ２週間程度 20 名程度/教室 

200～300 名程度/回 
２回 

40 分×３ 
6/8(月)～6/20(土) 

分散登校Ⅱ １週間程度 20 名程度/教室 

200～400 名程度/回 
３回 

40 分×３ 
6/22(月)～6/27(土) 

時差短縮Ⅰ １週間程度 40 名程度/教室 

全生徒/回 
５回程度 

40 分×３ 
6/29(月)～7/4(土) 

時差短縮Ⅱ ２カ月程度 40 名程度/教室 

全生徒/回 
５回程度 

40 分×６ 
7/6(月)～8/29(土) 

通常登校 ― 40 名程度/教室 

全生徒/回  
５回程度 

50分×６ 
８/31（月）～ 

  ※準備期間はガイダンスのための登校 

 また、詳細の時程や時間割等につきましては県教育委員会が臨時休校の解除の通知があったのち、すみ

やかにご連絡いたします。 

 非常事態宣言が解除になったとしても、完全に新型コロナウイルス感染が防止できたわけではありませ

ん。生徒・保護のみなさまにおかれましては、引き続き感染防止を図られますようお願い申し上げます。 

 

                              問合せ先  

                               副校長 竹本 

                               電 話 042-774-1801 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r2580664.html

